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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
多数のセルがセル壁を隔てて長手方向に並設された柱状の排ガス処理体の外周部に、無機
繊維を含むマット状の保持シール材を多層に巻き付ける保持シール材の巻き付け方法であ
って、
最内層から最外層の保持シール材に向かうにつれて、各層の保持シール材が前記排ガス処
理体の一方の端面側に近づいていくように、かつ、内層保持シール材と前記内層保持シー
ル材の外側に隣接する外層保持シール材との間の変位量が、前記保持シール材の幅方向の
長さの０．１５～１５％となるように、各層の保持シール材を順次変位させて前記排ガス
処理体に巻き付けることを特徴とする保持シール材の巻き付け方法。
【請求項２】
前記保持シール材を前記排ガス処理体にらせん状に巻き付ける請求項１に記載の保持シー
ル材の巻き付け方法。
【請求項３】
前記保持シール材の平面視の形状は、鋭角αが７０°≦α＜９０°の平行四辺形であり、
前記保持シール材の一の側面が前記排ガス処理体の長手方向に沿って引いた直線に平行に
なるように前記保持シール材を前記排ガス処理体に巻き付ける請求項１又は２に記載の保
持シール材の巻き付け方法。
【請求項４】
前記鋭角αが、８５°≦α＜９０°である請求項３に記載の保持シール材の巻き付け方法
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【請求項５】
前記排ガス処理体と前記保持シール材とを前記排ガス処理体の長手方向に垂直な方向から
投影した投影図で、前記排ガス処理体の一方の端面側に位置する前記保持シール材の側面
がなす曲線と、前記排ガス処理体の長手方向に沿って引いた直線との交点における前記曲
線の接線を求めた際に、前記直線と前記接線とのなす鋭角βが７０°≦β＜９０°となる
ように、前記保持シール材を前記排ガス処理体に巻き付ける請求項１～４のいずれかに記
載の保持シール材の巻き付け方法。
【請求項６】
前記保持シール材のうち、少なくとも一層分に相当する領域は、ニードリング処理が施さ
れたニードルマットから構成されている請求項１～５のいずれかに記載の保持シール材の
巻き付け方法。
【請求項７】
前記保持シール材のうち、少なくとも一層分に相当する領域は、無機繊維を含む混合物を
抄造してなる抄造マットから構成されている請求項１～５のいずれかに記載の保持シール
材の巻き付け方法。
【請求項８】
前記保持シール材は、相互に分離した複数枚の小保持シール材から構成されている請求項
１に記載の保持シール材の巻き付け方法。
【請求項９】
少なくとも最内層及び最外層の小保持シール材は、ニードリング処理が施されることによ
り形成された複数のニードル痕を有している請求項８に記載の保持シール材の巻き付け方
法。
【請求項１０】
前記複数のニードル痕は、前記小保持シール材の長さ方向に沿って形成されている請求項
９に記載の保持シール材の巻き付け方法。
【請求項１１】
前記保持シール材は、互いに結合された複数の小保持シール材からなる請求項１に記載の
保持シール材の巻き付け方法。
【請求項１２】
前記変位量が、０．１～１０ｍｍである請求項１～１１のいずれかに記載の保持シール材
の巻き付け方法。
【請求項１３】
多数のセルがセル壁を隔てて長手方向に並設された柱状の排ガス処理体の外周部に、無機
繊維を含むマット状の保持シール材を多層に巻き付ける巻き付け工程と、
前記保持シール材が巻き付けられた前記排ガス処理体をケーシングの内部に圧入する圧入
工程とを含む排ガス浄化装置の製造方法であって、
前記巻き付け工程では、請求項１～１２のいずれかに記載の保持シール材の巻き付け方法
によって前記保持シール材を前記排ガス処理体に巻き付けるとともに、前記圧入工程では
、前記排ガス処理体の端面のうちで、内層保持シール材の一部が露出している内層露出側
端面の反対側の端面から前記保持シール材が巻き付けられた前記排ガス処理体を前記ケー
シングの内部に圧入することを特徴とする排ガス浄化装置の製造方法。
【請求項１４】
前記保持シール材は、バインダを含み、前記バインダの含有量は、１５重量％以下である
請求項１３に記載の排ガス浄化装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、保持シール材の巻き付け方法、及び、排ガス浄化装置の製造方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
ディーゼルエンジン等の内燃機関から排出される排ガス中には、パティキュレートマター
（以下、ＰＭともいう）が含まれており、近年、このＰＭが環境や人体に害を及ぼすこと
が問題となっている。また、排ガス中には、ＣＯ、ＨＣ又はＮＯｘ等の有害なガス成分が
含まれており、この有害なガス成分が環境や人体に害を及ぼすことについても問題となっ
ている。
【０００３】
そこで、内燃機関と連結されることにより排ガス中のＰＭを捕集したり、排ガスに含まれ
るＣＯ、ＨＣ又はＮＯｘ等の排ガス中の有害なガス成分を浄化したりする排ガス浄化装置
として、コージェライトや炭化ケイ素などの多孔質セラミックからなる排ガス処理体と、
排ガス処理体を内部に収容するケーシングと、排ガス処理体とケーシングとの間に配設さ
れ、無機繊維を含むマット状の保持シール材とから構成される排ガス浄化装置が種々提案
されている。
この排ガス浄化装置では、無機繊維の有する弾性によって保持シール材が排ガス処理体を
保持している。また、排ガス処理体とケーシングとの隙間を保持シール材が埋めることに
より、排ガス処理体とケーシングとの隙間からの排ガスの漏出を防止している。
【０００４】
排ガス浄化装置を製造する従来の方法としては、排ガス処理体の外周部に保持シール材を
巻き付けた後に、保持シール材が巻き付けられた排ガス処理体をケーシングの内部に圧入
する方法が知られている。以下、これについて図面を用いて詳しく説明する。
【０００５】
図１０（ａ）は、従来の保持シール材の巻き付け方法を模式的に示す斜視図であり、図１
０（ｂ）は、図１０（ａ）に示した保持シール材の巻き付け方法を用いた従来の排ガス浄
化装置の製造方法を模式的に示す斜視図であり、図１０（ｃ）は、図１０（ｂ）に示した
従来の排ガス浄化装置の製造方法により製造された排ガス浄化装置を模式的に示す斜視図
である。
【０００６】
まず、保持シール材として、平面視略矩形のマット状の保持シール材２１０を用意する。
そして、図１０（ａ）に示すように、保持シール材２１０の短辺を含む側面２１１ａ、２
１１ｂ（以下、単に短側面ともいう）同士が互いに当接するようにして、円柱状の排ガス
処理体２３０の外周部に保持シール材２１０を巻き付ける。以下の説明では、保持シール
材２１０が巻き付けられた排ガス処理体２３０を巻付体２４０ともいうこととする。
【０００７】
次に、図１０（ｂ）に示すように、巻付体２４０の外径（排ガス処理体２３０の直径と保
持シール材２１０の厚さとを合わせた長さ）より内径が若干短くなったケーシング２５０
の内部に巻付体２４０を圧入することによって、図１０（ｃ）に示した排ガス浄化装置２
２０を製造する。
このようにして製造される排ガス浄化装置２２０では、保持シール材２１０がケーシング
２５０内で圧縮された状態となる。そのため、保持シール材２１０が無機繊維の有する弾
性により元の形状に戻ろうとする復元力（即ち、排ガス処理体を保持する保持力）を発揮
し、保持シール材２１０で排ガス処理体２３０が保持される。
【０００８】
しかしながら、従来の方法で製造される排ガス浄化装置２２０では、排ガス浄化装置２２
０の両端部に位置する長辺を含む側面２１２ａ、２１２ｂ（以下、単に長側面ともいう）
が変形し、排ガスを流入させた場合に保持シール材２１０の破損が発生するという問題が
ある。
これについて、図面を用いて以下に詳しく説明する。
図１１は、図１０（ｃ）に示す従来の排ガス浄化装置のＥ－Ｅ線断面図である。
図１１には、巻付体の圧入方向を矢印Ｙで示す。
【０００９】
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図１１に示したように、排ガス浄化装置２２０の端部２２０ａ、２２０ｂのうち、排ガス
処理体２３０を圧入した側の端部２２０ａでは、保持シール材２１０のケーシング２５０
と接触している主面２１３ｂ（以下、単に第二主面ともいう）近傍が圧入方向と反対の方
向に変形して、長側面２１２ａが排ガス処理体２３０の端面２３０ａより突出してしまう
。また、それとは反対側の端部２２０ｂでは、長側面２１２ｂが排ガス処理体２３０の端
面２３０ｂより陥入してしまう。
この理由については、巻付体２４０をケーシング２５０の内部に圧入する際に、保持シー
ル材２１０の排ガス処理体２３０と接触している主面２１３ａ（以下、単に第一主面とも
いう）と、第二主面２１３ｂとの間でせん断力が負荷され、第一主面２１３ａ及び第二主
面２１３ｂの互いの位置がずれて保持シール材が変形するためであると考えられる。
このように、排ガス浄化装置２２０の端部２２０ａ、２２０ｂでは、保持シール材２１０
の長側面２１２ａ、２１２ｂが、排ガス処理体２３０の端面２３０ａ、２３０ｂと略平行
にならず、長側面２１２ａ、２１２ｂが傾いた状態となる。
ここでいう略平行とは、排ガス処理体の端面と保持シール材の長側面とが平行であるか、
又は、長側面が端面から傾いていても実質的にその傾きを無視し得る程度に傾いているこ
とをいう。
【００１０】
そして、巻付体２４０の端面が傾いた状態では、排ガスを流入させた場合に長側面２１２
ａ、２１２ｂと排ガスとが接触する面積が大きくなるので、排ガスの流動に伴って長側面
２１２ａ、２１２ｂが風蝕されやすくなる。そして、長側面２１２ａ、２１２ｂに発生し
た風蝕が進展し、保持シール材２１０が破損することがある。
そのため、保持シール材２１０の破損が発生した場合には、排ガス処理体２３０を充分に
保持することができなくなり、風蝕により発生した隙間から排ガスが漏れたり、場合によ
っては、排ガス処理体２３０が脱落したりするという問題がある。
【００１１】
このような問題に対して、例えば、長側面が傾斜面となった保持シール材を用いた保持シ
ール材の巻き付け方法及び排ガス浄化装置の製造方法が開示されている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００７－０９２５５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
特許文献１に記載の保持シール材の巻き付け方法では、まず、カッター等の切断治具で保
持シール材の長側面を切断して第一主面側から第二主面側に向かって傾斜した傾斜面とす
る。次に、この保持シール材の長側面（傾斜面）がケーシングに巻付体を圧入する際の圧
入方向に突出するようにして、保持シール材を排ガス処理体の外周部に単層に巻き付けて
巻付体を作製する。
このようにして作製した巻付体をケーシングに圧入すると、第二主面近傍が圧入方向と反
対の方向に変形していくにつれ傾斜面が徐々に排ガス処理体の端面と平行になっていくと
されている。そして、巻付体が所定の位置に配設された状態においては、傾斜面がちょう
ど排ガス処理体の端面と平行になるとされている。
【００１４】
しかしながら、特許文献１に記載の保持シール材の巻き付け方法では、カッター等の切断
治具で保持シール材の長側面を斜めに切断することにより傾斜面が形成される。そのため
、傾斜面では機械的に破断された無機繊維の切断面の面積が大きくなってしまい、他の部
分に比べて耐風蝕性が低下することになる。
そのため、製造された排ガス浄化装置においては、排ガスの接触による長側面の風蝕を充
分に防止することができるとはいえず、保持シール材が破損してしまうことがある。
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【００１５】
また、特許文献１に記載の保持シール材の巻き付け方法においては、排ガス処理体や、単
層に巻き付けた保持シール材の大きさに応じて排ガス処理体の端面と保持シール材の長側
面とが略平行になるように、都度、傾斜面の角度や、形状等を調整してから保持シール材
を巻き付ける必要がある。また、傾斜面の角度、形状等を調整するために、長側面を切断
するカッター等の切断治具が必要となる。
そのため、生産効率の低下や、ひいては製造コストの高騰を招くこととなる。
従って、保持シール材の破損が少ない排ガス浄化装置を低コストで製造するための保持シ
ール材の巻き付け方法及び排ガス浄化装置の製造方法が求められていた。
【００１６】
本発明は、保持シール材の破損が少ない排ガス浄化装置を低コストで効率良く製造するた
めの保持シール材の巻き付け方法及び該保持シール材の巻き付け方法を用いた排ガス浄化
装置の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
本発明者等は、上記課題を解決すべく鋭意検討を行い、本発明を完成した。
即ち、上記課題を解決するための請求項１に記載の保持シール材の巻き付け方法は、多数
のセルがセル壁を隔てて長手方向に並設された柱状の排ガス処理体の外周部に、無機繊維
を含むマット状の保持シール材を多層に巻き付ける保持シール材の巻き付け方法であって
、最内層から最外層の保持シール材に向かうにつれて、各層の保持シール材が上記排ガス
処理体の一方の端面側に近づいていくように、かつ、内層保持シール材と上記内層保持シ
ール材の外側に隣接する外層保持シール材との間の変位量が、上記保持シール材の幅方向
の長さの０．１５～１５％となるように、各層の保持シール材を順次変位させて上記排ガ
ス処理体に巻き付けることを特徴とする。
【００１８】
請求項１に記載の保持シール材の巻き付け方法を用いて排ガス浄化装置を製造すると、製
造された排ガス浄化装置では、上記保持シール材の各層の長側面と上記排ガス処理体の端
面とが略平行となり、上記保持シール材の長側面と排ガスとが接触する面積が小さくなる
ので、長側面が風蝕されにくい。
【００１９】
また、請求項１に記載の保持シール材の巻き付け方法では、上記保持シール材の長側面を
カッター等の切断治具で傾斜面となるように切断する操作を行うことがない。そのため、
製造された排ガス浄化装置では、保持シール材の長側面で無機繊維の切断面の面積が小さ
くなっており、これによっても長側面が風蝕されにくい。
このように、請求項１に記載の保持シール材の巻き付け方法を用いて排ガス浄化装置を製
造すると、長側面が風蝕されにくく、保持シール材の破損が少ない排ガス浄化装置を製造
することができる。
【００２０】
また、排ガス処理体や、保持シール材の大きさに応じて、都度、傾斜面の角度、形状等を
切断して調整する必要がなく、カッター等の切断治具が不要である。
従って、請求項１に記載の保持シール材の巻き付け方法を用いて排ガス浄化装置を製造す
ると、生産効率を高くすることができる。また、低コストで排ガス浄化装置を製造するこ
とができる。
【００２１】
請求項１に記載の保持シール材の巻き付け方法の具体例としては、例えば、下記する請求
項２に記載の保持シール材の巻き付け方法のように、排ガス処理体の外周の長さよりも充
分に長い長尺の保持シール材を上記排ガス処理体にらせん状に巻き付ける方法や、下記す
る請求項８に記載の保持シール材の巻き付け方法のように、相互に分離した複数枚の小保
持シール材を準備し、各々の小保持シール材を上記排ガス処理体に順次巻き付けていく方
法等が挙げられる。
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【００２２】
請求項２に記載の保持シール材の巻き付け方法では、請求項１に記載の保持シール材の巻
き付け方法において、上記保持シール材を上記排ガス処理体にらせん状に巻き付ける。
【００２３】
請求項２に記載の保持シール材の巻き付け方法について、図面を用いて以下に説明する。
ここでは、保持シール材として、平面視矩形のマット状の保持シール材を使用し、排ガス
処理体として円柱状の排ガス処理体を使用し、保持シール材を排ガス処理体にらせん状に
巻き付ける場合を例に、請求項２に記載の保持シール材の巻き付け方法について説明する
。なお、排ガス処理体の詳細については、後述する第一実施形態の説明で詳述することと
する。
図１（ａ）は、巻き付け前の保持シール材と排ガス処理体とを模式的に示す斜視図であり
、図１（ｂ）は、保持シール材を排ガス処理体の外周部に一周巻き付けた状態を模式的に
示す斜視図である。
【００２４】
まず、無機繊維を含む平面視矩形のマット状の保持シール材を準備する。
そして、図１（ａ）に示すように、保持シール材１０の第一主面１３ａを内側（排ガス処
理体３０側）に、第二主面１３ｂを外側（ケーシング側）にして、排ガス処理体３０の外
周部に保持シール材１０の短側面１１ａ側の端部を当接させる。
【００２５】
次に、図１（ｂ）に示すように、排ガス処理体３０に当接させた短側面１１ａ側の端部を
固定し、保持シール材１０の短側面１１ｂ側の端部を排ガス処理体３０の外周部に沿って
移動させていくことにより、保持シール材１０を排ガス処理体３０の外周部に一周巻き付
ける。図１（ｂ）では、保持シール材１０を時計回りに巻き付けている。
【００２６】
この際、図２に示すように、内層に位置する保持シール材１０の長側面１２ａ´（１２ｂ
´）と外層に位置する保持シール材１０の長側面１２ａ´´（１２ｂ´´）との間の最短
距離、即ち、変位量（以下、単にらせんピッチともいう）（図２中、両矢印Ａ又はＢで示
す）が、保持シール材１０の幅方向（図２中、両矢印Ｚで示す）の長さの０．１５～１５
％となるように、保持シール材１０を排ガス処理体３０の長手方向（図２中、排ガス処理
体の長手方向を両矢印Ｘで示す）であって、排ガス処理体３０の端面３０ａ、３０ｂのう
ちで、内層の保持シール材１０の一部が露出している内層露出側端面３０ａの反対側の端
面３０ｂに向かって徐々に変位させることにより、らせん状に巻き付ける。
ここでいう保持シール材の幅方向とは、保持シール材の平面視の形状が略矩形（矩形又は
これと実質的に同視しうる形状、以下同じ）である場合には、保持シール材の短手方向の
ことをいい、保持シール材の平面視の形状が略正方形（正方形又はこれと実質的に同視し
うる形状、以下同じ）である場合には、いずれかの辺に平行な方向のことをいい、保持シ
ール材の平面視の形状が略平行四辺形（平行四辺形又はこれと実質的に同視しうる形状、
以下同じ）である場合には、保持シール材の長辺（平面視の形状がひし形ならば、いずれ
かの辺）を底辺とした場合の高さ方向のことをいう。
また、後述する保持シール材の長さ方向とは、上記保持シール材の幅方向に垂直な方向の
ことをいう。
図２は、図１（ｂ）に示す保持シール材が巻き付けられた排ガス処理体を排ガス処理体の
長手方向に垂直な方向から観察した状態を模式的に示す一部透視平面図である。
【００２７】
上述した巻き付け手順を繰り返すことにより、内層保持シール材と当該内層保持シール材
の外側に隣接する外層保持シール材とで、長側面１２ａ（１２ａ´（１２ｂ´）、１２ａ
´´（１２ｂ´´）・・・）間のらせんピッチが、保持シール材１０の幅方向の長さの０
．１５～１５％となるように、保持シール材１０を排ガス処理体３０の外周部にらせん状
に巻き付けることができる。
なお、本明細書では、排ガス処理体の外周部に（あるいは既に巻き付けられた保持シール
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材の上から）巻き付けた保持シール材のうちで、一周巻き付けた分を一つの層ということ
とする。例えば、下記図３（ａ）では、保持シール材１０を三回巻き付けており、保持シ
ール材が三層に巻き付けられているということになる。
【００２８】
このような請求項２に記載の保持シール材の巻き付け方法を用いて排ガス浄化装置を製造
する場合について、図面を用いて以下に説明する。
図３（ａ）は、本発明に係る保持シール材が巻き付けられた排ガス処理体をケーシングの
内部に圧入する圧入工程を模式的に示す斜視図であり、図３（ｂ）は、図３（ａ）に示す
圧入工程を経て製造される排ガス浄化装置を模式的に示す斜視図である。
【００２９】
請求項２に記載の保持シール材の巻き付け方法を用いて排ガス浄化装置を製造する場合に
は、図３（ａ）に示すように、排ガス処理体３０の端面３０ａ、３０ｂのうち、内層露出
側端面３０ａの反対側の端面３０ｂから、保持シール材１０が巻き付けられた排ガス処理
体３０をケーシング５０の内部に圧入すればよい。これにより、図３（ｂ）に示す排ガス
浄化装置２０を製造することができる。
【００３０】
図３（ｂ）に示す排ガス浄化装置２０について、図面を用いて以下に説明する。
図４は、図３（ｂ）に示した本発明に係る排ガス浄化装置のＣ－Ｃ線断面図である。
【００３１】
図４に示したように、製造された排ガス浄化装置２０において、保持シール材１０及び排
ガス処理体３０がケーシング５０の内部の所定の位置に配設された状態では、排ガス浄化
装置２０の圧入側端部２０ａ及び圧入側端部２０ａの反対側の端部２０ｂで、ともに保持
シール材１０の各層の長側面１２ａ（１２ｂ）と排ガス処理体３０の端面３０ａ（３０ｂ
）とが略平行になっている。
これは、次のような理由によると考えられる。
【００３２】
保持シール材１０が巻き付けられた排ガス処理体３０をケーシング５０の内部に圧入して
いくと、せん断力によりらせん状に巻き付けられた保持シール材１０の各層がそれぞれ圧
入方向と反対の方向に移動することになる。特に、最外層側に位置する保持シール材１０
ほど大きなせん断力が負荷され、大きく移動することになると考えられる。
【００３３】
ここで、排ガス処理体３０には、保持シール材の幅方向の長さの０．１５～１５％のらせ
んピッチで保持シール材１０が巻き付けられている。これをケーシングに圧入すると、保
持シール材１０の各層が圧入方向と反対の方向に移動し、保持シール材１０の各層の移動
量とらせんピッチ（第ｎ層（ｎは、２以上）にあっては、第ｎ層までのらせんピッチの合
計量）とが相殺されることで、製造された排ガス浄化装置２０では、保持シール材１０の
各層の長側面１２ａ（１２ｂ）と排ガス処理体３０の端面３０ａ（３０ｂ）とが略平行に
なると考えられる。
これに対して、上記らせんピッチが、保持シール材の幅方向の長さの１５％を超える場合
には、上記らせんピッチが大きすぎるので、圧入方向と反対の方向への上記保持シール材
の各層の移動が不充分となり、上記保持シール材の各層の長側面と上記排ガス処理体の端
面とが略平行にならない。
一方、上記らせんピッチが、保持シール材の幅方向の長さの０．１５％未満である場合に
は、圧入方向と反対の方向に上記保持シール材の各層が移動しすぎて、上記保持シール材
の各層の長側面と上記排ガス処理体の端面とが略平行にならない。
【００３４】
上述したように、請求項２に記載の保持シール材の巻き付け方法を用いて排ガス浄化装置
を製造すると、製造された排ガス浄化装置では、上記保持シール材の各層の長側面と上記
排ガス処理体の端面とが略平行となり、上記保持シール材の長側面と排ガスとが接触する
面積が小さくなるので、長側面が風蝕されにくい。
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【００３５】
また、請求項２に記載の保持シール材の巻き付け方法では、請求項１に記載の保持シール
材の巻き付け方法と同様に、上記保持シール材の長側面をカッター等の切断治具で傾斜面
となるように切断する操作を行うことがなく、長側面が風蝕されにくい。また、カッター
等の切断治具が不要であるので、生産効率を高くすることができるし、低コストで排ガス
浄化装置を製造することもできる。
さらには、長尺の保持シール材を排ガス処理体にらせん状に巻き付ける操作を一度行うだ
けで、保持シール材を排ガス処理体に多層に巻き付けることができるので、保持シール材
が巻き付けられた排ガス処理体（巻付体）を作製する効率を向上させることができる。
【００３６】
請求項３に記載の保持シール材の巻き付け方法では、請求項１又は２に記載の保持シール
材の巻き付け方法において、上記保持シール材の平面視の形状は、鋭角αが７０°≦α＜
９０°の平行四辺形であり、上記保持シール材の一の側面が上記排ガス処理体の長手方向
に沿って引いた直線に平行になるように上記保持シール材を上記排ガス処理体に巻き付け
る。
また、請求項４に記載の保持シール材の巻き付け方法では、請求項３に記載の保持シール
材の巻き付け方法において、上記鋭角αが８５°≦α＜９０°である。
【００３７】
請求項３に記載の保持シール材の巻き付け方法では、上記保持シール材の一の側面を上記
排ガス処理体の長手方向に沿って引いた直線に平行にして巻き付けた場合に、保持シール
材の幅方向の長さの０．１５～１５％に相当するらせんピッチで巻き付け可能な、鋭角α
が７０°≦α＜９０°の平面視平行四辺形となった保持シール材を用いる。
そのため、保持シール材の位置を上下左右に調整してから巻き付けなくとも、上記保持シ
ール材の短側面を上記排ガス処理体の長手方向に沿って引いた直線に平行にして上記保持
シール材を巻き付けるだけで、簡便、かつ、効率的に、所定のらせんピッチで上記排ガス
処理体に上記保持シール材をらせん状に巻き付けることができる。
【００３８】
また、上記鋭角αが、８５°≦α＜９０°であると、鋭角αが７０°≦α＜９０°の平面
視平行四辺形となった保持シール材を用いる場合と同様、簡便、かつ、効率的に、所定の
らせんピッチで排ガス処理体に保持シール材をらせん状に巻き付けることができるのに加
えて、保持シール材を排ガス処理体に多層に巻き付ける際に、保持シール材がよれにくく
、保持シール材と排ガス処理体との間に隙間が生じにくくなる。
そのため、上記保持シール材を用いて製造された排ガス浄化装置では、排ガス処理体とケ
ーシングとの間が保持シール材で隙間なく充填され、排ガスの漏れが発生しない。
これに対して、上記鋭角αが８５°未満であると、保持シール材のよれを防ぐために、保
持シール材を排ガス処理体に慎重に巻き付ける必要があり、巻付体を作製する効率が悪化
するおそれがある。
【００３９】
請求項５に記載の保持シール材の巻き付け方法は、請求項１～４のいずれかに記載の保持
シール材の巻き付け方法において、上記排ガス処理体と上記保持シール材とを上記排ガス
処理体の長手方向に垂直な方向から投影した投影図で、上記排ガス処理体の一方の端面側
に位置する上記保持シール材の側面がなす曲線と、上記排ガス処理体の長手方向に沿って
引いた直線との交点における上記曲線の接線を求めた際に、上記直線と上記接線とのなす
鋭角βが７０°≦β＜９０°となるように、上記保持シール材を上記排ガス処理体に巻き
付ける。
【００４０】
請求項５に記載の保持シール材の巻き付け方法について、請求項１に記載の保持シール材
の巻き付け方法で使用したのと同様（無機繊維を含む平面視矩形のマット状）の保持シー
ル材を用いる場合を例に、図面を用いて説明する。
図５は、排ガス処理体と該排ガス処理体の外周部に一方の端部を当接させた保持シール材
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とを排ガス処理体の長手方向に垂直な方向から投影した投影図である。
なお、図５では、排ガス処理体の長手方向を両矢印Ｘで示す。
【００４１】
まず、請求項２に記載の保持シール材の巻き付け方法と同様に、保持シール材の第一主面
を内側に、第二主面を外側にして、排ガス処理体の外周部に保持シール材の短側面側の端
部を当接させる。
この際、図５に示した投影図において、排ガス処理体３３０に保持シール材３１０を巻き
付けた場合に、排ガス処理体３３０の一方の端面３３０ａ側に位置する保持シール材３１
０の側面がなす曲線３１２ａと、排ガス処理体３３０の長手方向に沿って引いた直線３０
０との交点３１３ａにおける曲線３１２ａの接線３１４ａを求めた際に、直線３００と接
線３１４ａとのなす鋭角βが７０°≦β＜９０°となるように、上記保持シール材の端部
を当接させる。
その後、保持シール材を排ガス処理体に巻き付ける。
【００４２】
なお、図５に示した例では、排ガス処理体３３０の中心部付近を通るようにして直線３３
０を引いて交点３１３ａを求め、得られた交点３１３ａにおける曲線３１２ａの接線３１
４ａから鋭角βを求めているが、直線３３０は必ずしも排ガス処理体３３０の中心部付近
を通るようにして引かずともよく、曲線３１２ａ上の任意の位置で交点３１３ａを求め、
得られた交点３１３ａにおける曲線３１２ａ上の接線３１４ａから鋭角βを求めてもよい
。いずれの交点３１３ａにおいても、上記鋭角βは、７０°≦β＜９０°となる。
【００４３】
請求項５に記載の保持シール材の巻き付け方法を使用すると、上記変位量が、保持シール
材の幅方向の長さの０．１５～１５％となるように、保持シール材を排ガス処理体に巻き
付けることができるので、請求項１に記載の作用効果を好適に享受できる。
なお、保持シール材の短側面側の端部を排ガス処理体の外周部に当接させてから、排ガス
処理体に保持シール材を巻き付けるだけでなく、保持シール材の中央部付近を排ガス処理
体の外周部に当接させてから、排ガス処理体の外周部に保持シール材を巻き付けてもよい
。
【００４４】
請求項６に記載の保持シール材の巻き付け方法では、請求項１～５のいずれかに記載の保
持シール材の巻き付け方法で用いる保持シール材のうち、少なくとも一層分に相当する領
域が、ニードリング処理が施されたニードルマットから構成されている。
ニードルマットから構成された上記保持シール材は、上記保持シール材を構成する無機繊
維同士が複雑に絡み合うことにより、風蝕されにくくなっている。
従って、請求項６に記載の保持シール材の巻き付け方法を用いて排ガス浄化装置を製造す
ると、保持シール材の破損がより少ない排ガス浄化装置とすることができる。
【００４５】
また、請求項７に記載の保持シール材の巻き付け方法のように、請求項１～５のいずれか
に記載の保持シール材の巻き付け方法において、上記保持シール材のうち、少なくとも一
層分に相当する領域が、無機繊維を含む混合物を抄造してなる抄造マットから構成されて
いてもよい。
【００４６】
請求項８に記載の保持シール材の巻き付け方法では、請求項１に記載の保持シール材の巻
き付け方法において、上記保持シール材が相互に分離した複数枚の小保持シール材から構
成されている。
【００４７】
請求項８に記載の保持シール材の巻き付け方法のように、上記保持シール材が相互に分離
した複数枚の小保持シール材から構成されていると、小保持シール材を排ガス処理体に巻
き付ける際に、各々の小保持シール材の位置を独立して調整することができる。
そのため、相互に分離した複数枚の小保持シール材からなる保持シール材を用いた場合に
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は、一枚ものの保持シール材を用いる場合に比べて、上記変位量が請求項１に記載の所定
の値となるように保持シール材の位置を調整しやすくなる。
【００４８】
請求項９に記載の保持シール材の巻き付け方法では、請求項８に記載の保持シール材の巻
き付け方法において、少なくとも最内層及び最外層の小保持シール材が、ニードリング処
理が施されることにより形成された複数のニードル痕を有している。
また、請求項１０に記載の保持シール材の巻き付け方法では、請求項９に記載の保持シー
ル材の巻き付け方法において、上記複数のニードル痕が、上記小保持シール材の長さ方向
に沿って形成されている。
【００４９】
請求項９又は１０に記載の保持シール材の巻き付け方法を使用した場合には、排ガス浄化
装置を製造する労力を低減させたり、製造した排ガス浄化装置からの小保持シール材や排
ガス処理体の脱落を防止することができる。その理由については、後述する第三実施形態
で説明することとする。
【００５０】
また、請求項１１に記載の保持シール材の巻き付け方法のように、請求項１に記載の保持
シール材の巻き付け方法において、上記保持シール材が、互いに結合された複数の小保持
シール材から構成されていてもよい。
【００５１】
請求項１２に記載の保持シール材の巻き付け方法では、請求項１～１１のいずれかに記載
の保持シール材の巻き付け方法において、上記変位量が０．１～１０ｍｍである。
【００５２】
請求項１２に記載の保持シール材の巻き付け方法のように、上記変位量が０．１～１０ｍ
ｍであると、保持シール材の巻き付け終了後には、巻付体における保持シール材の変位量
が０．１～１０ｍｍとなる。
このような巻付体を内層露出側端面の反対側の端面からケーシングに圧入すると、保持シ
ール材の各層が圧入方向と反対の方向に移動し、保持シール材の各層の移動量と変位量（
第ｎ層（ｎは、２以上）にあっては、第ｎ層までの変位量の合計量）とがよく一致するた
め、製造された排ガス浄化装置では、上記保持シール材の各層の長側面と上記排ガス処理
体の端面との間の位置ずれ量が極めて小さくなる。
これに対して、上記変位量が１０ｍｍを超える場合には、上記変位量がやや大きく、排ガ
ス処理体の大きさによっては、圧入方向と反対の方向への上記保持シール材の各層の移動
量が若干不足するため、上記保持シール材の各層の長側面と上記排ガス処理体の端面との
間の位置ずれ量がやや大きくなる場合がある。
一方、上記変位量が０．１ｍｍ未満である場合には、排ガス処理体の大きさによっては、
圧入方向と反対の方向に上記保持シール材の各層が移動しすぎて、上記保持シール材の各
層の長側面と上記排ガス処理体の端面とが略平行にならないことがある。
【００５３】
請求項１３に記載の排ガス浄化装置の製造方法は、多数のセルがセル壁を隔てて長手方向
に並設された柱状の排ガス処理体の外周部に、無機繊維を含むマット状の保持シール材を
多層に巻き付ける巻き付け工程と、
上記保持シール材が巻き付けられた上記排ガス処理体をケーシングの内部に圧入する圧入
工程とを含む排ガス浄化装置の製造方法であって、
上記巻き付け工程では、請求項１～１２のいずれかに記載の保持シール材の巻き付け方法
によって上記保持シール材を上記排ガス処理体に巻き付けるとともに、上記圧入工程では
、上記排ガス処理体の端面のうちで、内層保持シール材の一部が露出している内層露出側
端面の反対側の端面から、上記保持シール材が巻き付けられた上記排ガス処理体を上記ケ
ーシングの内部に圧入することを特徴とする。
【００５４】
請求項１３に記載の排ガス浄化装置の製造方法では、請求項１～１２のいずれかに記載の
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保持シール材の巻き付け方法によって上記保持シール材を上記排ガス処理体に巻き付ける
とともに、上記排ガス処理体の端面のうちで、内層保持シール材の一部が露出している内
層露出側端面の反対側の端面から上記保持シール材が巻き付けられた上記排ガス処理体を
上記ケーシングの内部に圧入する。
そのため、圧入工程では、上記保持シール材の各層が圧入方向と反対の方向に移動する。
これにより、製造された排ガス浄化装置では、上記保持シール材の各層の長側面と上記排
ガス処理体の端面とが略平行となる。従って、上記保持シール材の長側面と排ガスとが接
触する面積が小さくなり、長側面が風蝕されにくくなる。
また、保持シール材の長側面をカッター等の切断治具で切断する工程を行わないので、製
造された排ガス浄化装置では、保持シール材の長側面で無機繊維の切断面の面積が小さく
なっており、これによっても長側面が風蝕されにくくなる。
従って、請求項１３に記載の排ガス浄化装置の製造方法では、上記保持シール材の破損が
少ない排ガス浄化装置を製造することができる。
【００５５】
また、請求項１３に記載の排ガス浄化装置の製造方法では、排ガス処理体や、保持シール
材の大きさに応じて、都度、傾斜面の角度、形状等を切断して調整する必要がなく、カッ
ター等の切断治具を必要としない請求項１～１２に記載の保持シール材の巻き付け方法を
用いて排ガス浄化装置を製造する。
従って、請求項１３に記載の排ガス浄化装置の製造方法では、保持シール材の破損の少な
い排ガス浄化装置を高い生産効率で製造することができる。また、低コストで排ガス浄化
装置を製造することができる。
【００５６】
請求項１４に記載の排ガス浄化装置の製造方法では、請求項１３に記載の排ガス浄化装置
の製造方法において、バインダを含み、上記バインダの含有量が１５重量％以下である保
持シール材を用いて排ガス浄化装置を製造する。
上記保持シール材には、バインダが含まれているので、上記保持シール材の嵩をバインダ
が含まれていない保持シール材に比べて低減させることができる。従って、上記保持シー
ル材が巻き付けられた上記排ガス処理体を上記ケーシングの内部に容易に圧入することが
できる。
また、上記保持シール材を構成する無機繊維同士を強固に接着することができるので、製
造工程における無機繊維の飛散を防止することができる。同様に、製造された排ガス浄化
装置においても無機繊維の飛散を防止することができる。
さらに、上記バインダの含有量が１５重量％以下となっているため、製造された排ガス浄
化装置を使用した場合には、排出される排ガス中の有機成分の量を最小限に抑えることが
できる。そのため、環境への負荷を低減させることができる。
一方、上記バインダの量が１５重量％を超えると、排ガス浄化装置として用いた場合に、
排出される排ガス中の有機成分の量が増加することになるので、環境に負荷がかかる場合
がある。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】図１（ａ）は、巻き付け前の保持シール材と排ガス処理体とを模式的に示す斜視
図であり、図１（ｂ）は、保持シール材を排ガス処理体の外周部に一周巻き付けた状態を
模式的に示す斜視図である。
【図２】図１（ｂ）に示す保持シール材が巻き付けられた排ガス処理体を排ガス処理体の
長手方向に垂直な方向から観察した状態を模式的に示す一部透視平面図である。
【図３】図３（ａ）は、本発明に係る保持シール材が巻き付けられた排ガス処理体をケー
シングの内部に圧入する圧入工程を模式的に示す斜視図であり、図３（ｂ）は、図３（ａ
）に示す圧入工程を経て製造される排ガス浄化装置を模式的に示す斜視図である。
【図４】図３（ｂ）に示した本発明に係る排ガス浄化装置のＣ－Ｃ線断面図である。
【図５】排ガス処理体と該排ガス処理体の外周部に一方の端部を当接させた保持シール材



(12) JP 5261243 B2 2013.8.14

10

20

30

40

50

とを排ガス処理体の長手方向に垂直な方向から投影した投影図である。
【図６】第一実施形態に係る保持シール材を模式的に示す斜視図である。
【図７】図７（ａ）は、第一実施形態の排ガス浄化装置を構成する排ガス処理体を模式的
に示す斜視図であり、図７（ｂ）は、図７（ａ）に示す排ガス処理体のＤ－Ｄ線断面図で
ある。
【図８】第一実施形態の排ガス浄化装置を構成するケーシングを模式的に示す斜視図であ
る。
【図９】図９（ａ）は、第一の小保持シール材を排ガス処理体の外周部に巻き付ける工程
を模式的に示す斜視図であり、図９（ｂ）は、第一の小保持シール材が巻き付けられた排
ガス処理体の外周部に第二の小保持シール材を巻き付ける工程を模式的に示す斜視図であ
り、図９（ｃ）は、第一～第三の小保持シール材が巻き付けられた排ガス処理体をケーシ
ングの内部に圧入する圧入工程を模式的に示す斜視図である。
【図１０】図１０（ａ）は、従来の保持シール材の巻き付け方法を模式的に示す斜視図で
あり、図１０（ｂ）は、図１０（ａ）に示した保持シール材の巻き付け方法を用いた従来
の排ガス浄化装置の製造方法を模式的に示す斜視図であり、図１０（ｃ）は、図１０（ｂ
）に示した従来の排ガス浄化装置の製造方法により製造された排ガス浄化装置を模式的に
示す斜視図である。
【図１１】図１０（ｃ）に示す従来の排ガス浄化装置のＥ－Ｅ線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００５８】
（第一実施形態）
以下、本発明の一実施形態である第一実施形態について、図面を参照しながら説明する。
【００５９】
まず、本実施形態の保持シール材の巻き付け方法に用いる保持シール材の構成について説
明する。
図６は、第一実施形態に係る保持シール材を模式的に示す斜視図である。
【００６０】
図６に示すように、本実施形態の保持シール材の巻き付け方法に用いる保持シール材１１
０は、無機繊維を含み、マット状である。より詳細には、短側面１１１ａ（１１１ｂ）と
長側面１１２ａ（１１２ｂ）とを有し、平面視の形状が平行四辺形である。また、短側面
１１１ａ（１１１ｂ）と長側面１１２ａ（１１２ｂ）とのなす鋭角αが７０°≦α＜９０
°となっている。この保持シール材１１０の厚さ（図６中、両矢印Ｔで示す）は、１．５
～１２ｍｍであってもよい。
なお、保持シール材１１０を構成する無機繊維としては、特に限定されず、アルミナ－シ
リカ繊維であってもよく、アルミナ繊維、シリカ繊維等であってもよい。耐熱性や耐風蝕
性等、保持シール材に要求される特性等に応じて変更すればよい。アルミナ－シリカ繊維
を無機繊維として用いる場合には、例えば、アルミナとシリカとの組成比が、６０：４０
～８０：２０の無機繊維を用いることができる。
【００６１】
本実施形態の保持シール材には、保持シール材をケーシングに圧入する際の保持シール材
の嵩を低減させたり、無機繊維の飛散を防止したりするために、さらにアクリル系樹脂等
のバインダが１５重量％以下含まれている。
なお、バインダを含有させることで、保持シール材をケーシング内へ圧入する際の摩擦力
を抑えたり、排ガス処理装置の組み立て前の作業性を高めたりすることも可能となる。
【００６２】
また、保持シール材は、無機繊維から構成された素地マット全体に対してニードリング処
理を施して得られるニードルマットである。ニードリング処理とは、ニードル等の繊維交
絡手段を素地マットに対して抜き差しする処理のことをいう。ニードリング処理が施され
た保持シール材では、比較的平均繊維長の長い無機繊維が３次元的に交絡する。
なお、交絡構造を呈するために、無機繊維はある程度の平均繊維長を有しており、例えば
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、無機繊維の平均繊維長は、５０μｍ～１００ｍｍ程度であればよい。
また、ニードリング処理は、保持シール材のうち、少なくとも一層分に相当する領域に対
して施されていてもよい。
【００６３】
ここで、上記一層分に相当する領域について、説明する。
例えば、保持シール材の長手方向の長さが８５０ｍｍであり、排ガス処理体の外周の長さ
が２５１ｍｍである場合には、保持シール材の一方の端部から他方の端部に向かって２５
１ｍｍにわたる領域（排ガス処理体の外周の長さに相当する領域）が、排ガス処理体に保
持シール材が一周巻き付けられた場合の第一層分に相当する領域である。そして、保持シ
ール材が一周巻き付けられた排ガス処理体（巻付体）の外周に、さらに一周巻き付けられ
た領域が第二層分に相当する領域である。以降、同様にして、第三層分、第四層分・・・
第ｎ層分に相当する領域が求められる。
【００６４】
保持シール材のうち、少なくとも一層分に相当する領域に対してニードリング処理が施さ
れた態様としては、例えば、上述の態様の他、排ガス処理体の外周に保持シール材を三周
巻き付けて巻付体を作製する場合において、上記第一層分と第三層分に相当する領域にニ
ードリング処理が施され、上記第二層分に相当する領域にニードリング処理が施されてい
ない態様や、上記第一層分と第三層分に相当する領域にニードリング処理が施されておら
ず、上記第二層分に相当する領域にのみニードリング処理が施されている態様等が挙げら
れる。
また、一層分に相当する領域の全部にわたってニードリング処理が施されていてもよいし
、一層分に相当する領域の一部にニードリング処理が施されてもよい。
【００６５】
次に、本実施形態に係る排ガス浄化装置を構成する排ガス処理体について図７（ａ）、図
７（ｂ）を用いて説明する。
図７（ａ）は、第一実施形態の排ガス浄化装置を構成する排ガス処理体を模式的に示す斜
視図であり、図７（ｂ）は、図７（ａ）に示す排ガス処理体のＤ－Ｄ線断面図である。
【００６６】
図７（ａ）に示すように、排ガス処理体１３０は、主に多孔質セラミックからなり、その
形状は円柱状である。また、排ガス処理体１３０の外周には、排ガス処理体１３０の外周
部を補強したり、形状を整えたり、排ガス処理体１３０の断熱性を向上させたりする目的
で、シール材層１３４が設けられている。
さらに、排ガス処理体１３０は、図７（ｂ）に示すように、その長手方向（図７（ａ）中
、両矢印ａで示した方向）に多数のセル１３１が並設されている。そして、各々のセル１
３１におけるいずれか一方は、封止材１３３によって目封じされており、排ガスに含まれ
るＰＭを浄化するフィルタ（ハニカムフィルタ）として機能するようになっている。
即ち、排ガス処理体１３０では、排ガスの出口側の端部が封止されたセル１３１に流入し
た排ガス（図７（ｂ）中、排ガスの流れを矢印Ｇで示す）は、必ずセル１３１を隔てるセ
ル壁１３２を通過した後、排ガスの入口側の端部が封止されたセル１３１から流出するよ
うになっており、排ガスがこのセル壁１３２を通過する際、ＰＭがセル壁１３２で捕捉さ
れ、排ガスが浄化される。
なお、排ガス処理体１３０としては、コージェライト等からなり、図７（ａ）に示したよ
うに一体的に形成されたものであってもよいし、炭化ケイ素等からなり、多数のセルがセ
ル壁を隔てて長手方向に並設された柱状のハニカム焼成体を主にセラミックを含む接着材
層を介して複数個結束してなるものであってもよい。
また、排ガス中に含まれるＣＯ、ＨＣ又はＮＯｘ等の有害なガス成分を浄化する目的で用
いる場合には、封止材１３３を設けずに、セル１３１を封止しない触媒担体とすればよい
。触媒担体に白金等の触媒を担持させることで、有害なガス成分を浄化することができる
。
【００６７】
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排ガス浄化装置を構成するケーシングについて図８を用いて説明する。
図８は、第一実施形態の排ガス浄化装置を構成するケーシングを模式的に示す斜視図であ
る。
図８に示すケーシング１５０は、主にステンレス等の金属からなり、その形状は、円筒状
である。また、その内径は、図７（ａ）、図７（ｂ）に示す排ガス処理体１３０の端面の
直径と排ガス処理体１３０に巻き付けられた状態の保持シール材１１０の厚さとを合わせ
た長さより若干短くなっており、その長さは、排ガス処理体１３０の長手方向における長
さより若干長くなっている。
なお、ケーシング１５０の端部には、排ガス処理体及び保持シール材が内部に配設された
後、必要に応じて、内燃機関から排出された排ガスを導入する導入管と排ガス浄化装置を
通過した排ガスが外部に排出される排出管とが接続されることになる。
【００６８】
本実施形態の保持シール材の巻き付け方法を用いた排ガス浄化装置の製造方法によって製
造される排ガス浄化装置の構成については、既に、請求項２に記載の保持シール材の巻き
付け方法の説明で述べたとおりであるので省略する（図３（ｂ）、図４参照）。
即ち、本実施形態の排ガス浄化装置は、多数のセルがセル壁を隔てて長手方向に並設され
た柱状の排ガス処理体と、排ガス処理体を収容するケーシングと、排ガス処理体とケーシ
ングとの間に配設され、排ガス処理体を保持する保持シール材とから構成されている。ま
た、保持シール材の各層の長側面と排ガス処理体の端面とが略平行になっている。
このような排ガス浄化装置では、排ガス処理体で排ガス中のＰＭが捕集され、排ガスが浄
化されることとなる。
【００６９】
以下、本実施形態の保持シール材の巻き付け方法を用いて排ガス浄化装置を製造する方法
について説明する。
まず、保持シール材を作製する方法について説明する。
【００７０】
保持シール材の作製
以下の手順により保持シール材を作製する。
（１）まず、保持シール材を構成するマットとしてニードルマットを用意する。ニードル
マットは、上述したニードリング処理を素地マットの全体に施すことで作製することがで
きる。
素地マットは、紡糸法により作製された所定の平均繊維長を有する無機繊維が緩く絡み合
って構成されている。この素地マットの緩く絡み合った無機繊維に対してニードリング処
理を施すことで、複雑に無機繊維が絡み合い、バインダが存在しなくてもある程度の形状
維持が可能な交絡構造を有するニードルマットを作製することができる。
【００７１】
なお、ニードリング処理は、例えば、ニードリング装置を用いて行うことができる。ニー
ドリング装置は、素地マットを支持する支持板と、この支持板の上方に設けられ、突き刺
し方向（素地マットの厚さ方向）に往復移動可能なニードルボードとで構成されている。
ニードルボードには、多数のニードルが取り付けられている。このニードルボードを支持
板に載せた素地マットに対して移動させ、多数のニードルを素地マットに対して抜き差し
することで、素地マットを構成する無機繊維を複雑に交絡させることができる。
ニードリング処理の回数やニードル数は、目的とする嵩密度や目付量等に応じて変更すれ
ばよい。
【００７２】
（２）次に、平面視で所定の鋭角を有する平行四辺形となるようにニードルマットを裁断
し、得られた裁断マットにバインダ液を所定量吹きかけてバインダを付着させる。
なお、バインダ液としては、アクリル系樹脂等のバインダを水に分散させて調製したエマ
ルジョンを用いることができる。このバインダ液をスプレー等を用いて裁断マット全体に
均一に吹きかけて、バインダを付着させる。
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【００７３】
（３）その後、バインダ液に含まれる水分を除去するために裁断マットを乾燥させる。こ
のとき、必要に応じてバインダを付着させた裁断マットを圧縮させながら乾燥させてもよ
い。乾燥条件としては、例えば、９５～１５０℃で１～３０分間乾燥させればよい。
上述した工程を経ることで、本実施形態の保持シール材の巻き付け方法に用いる保持シー
ル材を作製する。
作製された保持シール材は、厚さが１．５～１２ｍｍであって、平面視で鋭角αが７０°
≦α＜９０°の平行四辺形状となる。また、保持シール材に含まれるバインダ量が１５重
量％以下となる。
【００７４】
上述した工程を経て作製される保持シール材を用いた保持シール材の巻き付け方法及び該
巻き付け方法を用いた排ガス浄化装置の製造方法について説明する。
まず、保持シール材の第一主面を排ガス処理体側に、第二主面を外側にして、従来公知の
方法により作製した円柱状の排ガス処理体の外周部に保持シール材の一方の端部を当接さ
せる。この際、排ガス処理体の長手方向に沿って引いた直線と短側面とが平行になるよう
にして、排ガス処理体の外周部に保持シール材の一方の端部を当接させる。
このようにすることで、排ガス処理体と保持シール材とを排ガス処理体の長手方向に垂直
な方向から投影した投影図で、上記排ガス処理体の一方の端面側に位置する上記保持シー
ル材の側面がなす曲線と、上記排ガス処理体の長手方向に沿って引いた直線との交点にお
ける上記曲線の接線を求めた際に、上記直線と上記接線とのなす鋭角βが７０°≦β＜９
０°となりやすくなる。
【００７５】
この状態から、排ガス処理体の外周部に沿って保持シール材をらせん状に巻き付ける。
すると、最内層から最外層の保持シール材に向かうにつれて、各層の保持シール材が排ガ
ス処理体の一方の端面側に近づいていくように、かつ、内層保持シール材と内層保持シー
ル材の外側に隣接する外層保持シール材との間の変位量（らせんピッチ）が、保持シール
材の幅方向の長さの０．１５～１５％となるように、各層の保持シール材を順次変位させ
て排ガス処理体に巻き付けることができる。即ち、所定の変位量が得られるように上下左
右に位置を調整してから保持シール材を巻き付けなくても、より簡便、かつ、より効率的
に、所定のらせんピッチで排ガス処理体の外周部に保持シール材をらせん状に巻き付ける
ことができる。
【００７６】
次に、ケーシングを準備し、ケーシングの内部に保持シール材が巻き付けられた排ガス処
理体を圧入する。この際、排ガス処理体の端面のうちで、内層保持シール材の一部が露出
している内層露出側端面の反対側の端面から、保持シール材が巻き付けられた排ガス処理
体をケーシング内の所定の位置まで圧入する。
以上の工程を経ることにより排ガス浄化装置を製造することができるが、さらに、プレス
機等を使用することにより、ケーシングの内径を縮めるように外周側から圧縮して、保持
シール材が巻き付けられた排ガス処理体を保持してもよい。
【００７７】
本実施形態の排ガス浄化装置の製造方法で製造された排ガス浄化装置では、請求項２に記
載の保持シール材の巻き付け方法の説明で既に述べたように、保持シール材の各層の長側
面と排ガス処理体の端面とが略平行となる。
また、排ガス処理体や、保持シール材の大きさに応じて、都度、保持シール材の長側面を
カッター等の切断治具で切断する操作を行わずとも、保持シール材の各層の長側面と排ガ
ス処理体の端面とが略平行となった排ガス浄化装置を製造することができる。
また、保持シール材に所定量のバインダが含まれた排ガス浄化装置とすることができる。
【００７８】
以下に、本実施形態の保持シール材の巻き付け方法及び該保持シール材の巻き付け方法を
用いた本実施形態の排ガス浄化装置の製造方法の作用効果について列挙する。
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【００７９】
（１）本実施形態の保持シール材の巻き付け方法では、変位量（らせんピッチ）が、保持
シール材の幅方向の長さの０．１５～１５％となるように、保持シール材を排ガス処理体
の外周部にらせん状に巻き付ける。
このような本実施形態の保持シール材の巻き付け方法を用いた本実施形態の排ガス浄化装
置の製造方法では、排ガス処理体の端面のうちで、内層保持シール材の一部が露出してい
る内層露出側端面の反対側の端面から、保持シール材が巻き付けられた排ガス処理体をケ
ーシングの内部に圧入することで、保持シール材の各層の長側面と排ガス処理体の端面と
を略平行にすることができる。
従って、本実施形態の排ガス浄化装置の製造方法で製造された排ガス浄化装置では、保持
シール材の長側面と排ガスが接触する面積が小さくなり、長側面が風蝕されにくくなる。
さらに、本実施形態の保持シール材の巻き付け方法では、保持シール材の長側面をカッタ
ー等の切断治具で傾斜面となるように切断する操作を行うことがない。そのため、本実施
形態の排ガス浄化装置の製造方法で製造された排ガス浄化装置では、保持シール材の長側
面で無機繊維の切断面の面積が小さくなり、これによっても長側面が風蝕されにくくなる
。
従って、本実施形態の排ガス浄化装置の製造方法では、保持シール材が風蝕されにくく、
保持シール材の破損の少ない排ガス浄化装置を製造することができる。
【００８０】
（２）本実施形態の排ガス浄化装置の製造方法では、長側面を切断しなくとも、排ガス処
理体の端面と保持シール材の長側面とが略平行になった排ガス浄化装置を製造することが
できる。
そのため、排ガス浄化装置の製造にカッター等の切断治具を必要としない。また、排ガス
処理体や、保持シール材の大きさに応じて、都度、傾斜面の角度を切断により調整して保
持シール材を作製する手間が省ける。
従って、本実施形態の排ガス浄化装置の製造方法では、保持シール材の破損の少ない排ガ
ス浄化装置を高い生産効率で製造することができる。また、低コストで排ガス浄化装置を
製造することができる。
【００８１】
（３）また、本実施形態の保持シール材の巻き付け方法では、保持シール材の短側面を排
ガス処理体の長手方向に沿って引いた直線に平行にして巻き付けることで、保持シール材
の幅方向の長さの０．１５～１５％に相当するらせんピッチで巻き付けることができるよ
うに、鋭角αが７０°≦α＜９０°の平面視平行四辺形の保持シール材を用いる。
この保持シール材を排ガス処理体に巻き付ける場合には、保持シール材の短側面を排ガス
処理体の長手方向に沿って引いた直線に平行にして巻き付けることで、所定のらせんピッ
チで排ガス処理体の外周部に保持シール材をらせん状に巻き付けることができる。
即ち、保持シール材の位置を上下左右に調整してから巻き付けなくとも、保持シール材の
短側面を排ガス処理体の長手方向に沿って引いた直線に平行にして保持シール材を巻き付
けるだけで、より簡便、かつ、より効率的に、所定のらせんピッチで排ガス処理体の外周
部に保持シール材をらせん状に巻き付けることができる。
なお、このようにして保持シール材を巻き付ける場合には、排ガス処理体と保持シール材
とを排ガス処理体の長手方向に垂直な方向から投影した投影図で、排ガス処理体の一方の
端面側に位置する保持シール材の側面がなす曲線と、排ガス処理体の長手方向に沿って引
いた直線との交点における曲線の接線を求めた際に、上記直線と上記接線とのなす鋭角β
が７０°≦β＜９０°となるように、保持シール材を排ガス処理体に巻き付けやすくなる
。
【００８２】
（４）本実施形態の保持シール材の巻き付け方法に用いる保持シール材は、少なくとも一
層分に相当する領域が、ニードリング処理が施されたニードルマットから構成されている
。
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そのため、排ガス処理体に巻き付けられた保持シール材においては、保持シール材を構成
する無機繊維同士が複雑に絡み合うことにより風蝕されにくくなっている。
従って、本実施形態の排ガス浄化装置の製造方法では、保持シール材の破損のより少ない
排ガス浄化装置を製造することができる。
【００８３】
（５）本実施形態の排ガス浄化装置の製造方法では、バインダが１５重量％以下含まれた
保持シール材を用いて排ガス浄化装置を製造する。
上記保持シール材には、バインダが含まれているので、上記保持シール材の嵩をバインダ
が含まれていない保持シール材に比べて低減させることができる。従って、保持シール材
が巻き付けられた排ガス処理体をケーシングの内部に容易に圧入することができる。
また、保持シール材を構成する無機繊維同士を充分に接着することができるので、製造工
程においても、製造された排ガス浄化装置においても無機繊維が飛散しにくくなる。
さらに、上記バインダの含有量が１５重量％以下となっているため、製造された排ガス浄
化装置を使用した場合には、排出される排ガス中の有機成分の量を最小限に抑えることが
できる。そのため、環境への負荷を低減させることができる。
【００８４】
以下、本発明の第一実施形態をより具体的に開示した実施例を示すが、本実施形態はこれ
らの実施例のみに限定されるものではない。
【実施例】
【００８５】
（実施例１）
１．保持シール材の作製
以下の手順により保持シール材を製造した。
アルミナ－シリカ組成を有するアルミナ繊維（平均繊維長：５０ｍｍ、平均繊維径：５．
５μｍ）からなる素地マットとして、組成比がＡｌ２Ｏ３：ＳｉＯ２＝７２：２８である
素地マットを用意した。この素地マットに対して全体にニードリング処理を施すことで、
ニードルマットを作製した。
【００８６】
次に、ニードルマットを裁断して、所定の大きさを有する平面視平行四辺形の裁断マット
を得た。得られた裁断マットのアルミナ繊維量に対し１．０重量％となるように、バイン
ダ液に含浸させることにより裁断マットにバインダを均一に付着させた。
なお、バインダ液としては、アクリル系樹脂を水に充分に分散させることで、アクリル系
樹脂エマルジョンを調製したものを用いた。
【００８７】
その後、バインダを付着させた裁断マットを１４０℃で５分間、乾燥させることにより、
平面視寸法で、短手方向の長さ（幅）７５ｍｍ×長手方向の長さ（長さ）８５０ｍｍ×厚
さ５．３ｍｍ、長側面と短側面とのなす鋭角αが８９°の平面視平行四辺形であり、嵩密
度が０．１５ｇ／ｃｍ３、目付量が６００ｇ／ｍ２、バインダを１．０重量％含む保持シ
ール材を作製した。
【００８８】
２．排ガス浄化装置の製造
以下の手順により排ガス浄化装置を製造した。
直径８０ｍｍ×長さ８５ｍｍの円柱状であって、従来公知の方法で作製された排ガス処理
体（ハニカムフィルタ）を準備した。
次に、作製した保持シール材の第一主面を排ガス処理体側に、第二主面を外側にして、排
ガス処理体の外周部に保持シール材の一方の端部を当接させた。この際、保持シール材の
短側面が排ガス処理体の長手方向に沿って引いた直線に平行になるようにして、排ガス処
理体の外周部に保持シール材の一方の短側面を重ねた。
この状態から、排ガス処理体の外周部に沿って保持シール材をらせん状に三周巻き付け、
粘着テープで保持シール材の端部を固定した。
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ここで、変位量（らせんピッチ）について確認したところ、各らせんピッチは、保持シー
ル材の幅方向の長さの１．３％（１ｍｍ）となっていた。
【００８９】
続けて、内径１１０ｍｍの金属ケーシングを準備し、テーパー状の冶具を用いてケーシン
グの内部に保持シール材が巻き付けられた排ガス処理体を圧入した。この際、排ガス処理
体の端面のうちで、内層保持シール材の一部が露出している内層露出側端面の反対側の端
面から、上記排ガス処理体をケーシング内の所定の位置まで圧入した。
【００９０】
プレス機を使用し、ケーシングの外周側から内側に向かって略均一に圧力を負荷すること
により、ケーシングを圧縮して排ガス浄化装置を製造した。
ケーシングを圧縮した後の保持シール材の嵩密度は、０．１８ｇ／ｃｍ３であった。
【００９１】
（実施例２）
変位量（らせんピッチ）を、保持シール材の幅方向の長さの２．７％（２ｍｍ）としたこ
と以外は、実施例１と同様にして排ガス浄化装置を製造した。
【００９２】
（比較例１）
平面視矩形の保持シール材として、幅７５ｍｍ×長さ８５０ｍｍ×厚さ５．３ｍｍの保持
シール材を準備し、保持シール材の各層の長側面と排ガス処理体の端面とが平行になるよ
うに、即ち、変位量が０ｍｍとなるように排ガス処理体の外周部に保持シール材を多層に
巻き付ける工程を経て排ガス浄化装置を製造すること以外は、実施例１と同様にして排ガ
ス浄化装置を製造した。
【００９３】
（比較例２）
変位量（らせんピッチ）を、保持シール材の幅方向の長さ（７５ｍｍ）の１６％（１２ｍ
ｍ）としたこと以外は、実施例１と同様にして排ガス浄化装置を製造した。
【００９４】
実施例１、２及び比較例１、２で製造した排ガス浄化装置について、保持シール材の長側
面の位置ずれ及び耐風蝕性を評価した。
【００９５】
（位置ずれの評価）
位置ずれの評価は、次のようにして行った。
製造した排ガス浄化装置について、各層の保持シール材に互いに位置ずれが発生している
か否かを目視で観察し、位置ずれが生じている場合には、一の層の保持シール材の長側面
と、当該一の層の保持シール材の外側に隣接する外層保持シール材の長側面との間の最短
距離を測定し、位置ずれ量とした。また各層間の位置ずれ量を全て足し合わせたものを総
位置ずれ量とした。
具体的には、実施例１、２及び比較例１、２で製造した排ガス浄化装置について、最内層
の保持シール材と中間層の保持シール材との間の第一の位置ずれ量、及び、中間層の保持
シール材と最外層の保持シール材との間の第二の位置ずれ量を測定した。また、第一の位
置ずれ量と第二の位置ずれ量とを合計して総位置ずれ量を算出した。
上記第一の位置ずれ量、第二の位置ずれ量及び総位置ずれ量については、排ガス浄化装置
の両端部のどちらで測定しても略同様の値となると考えられたため、排ガス浄化装置の圧
入側端部でのみ測定した。
また、位置ずれ量に関し、内層保持シール材の外側に隣接する外層保持シール材の位置が
、内層保持シール材の位置に比べて、排ガス浄化装置の圧入側端部方向（図４で左側）に
ずれていた場合の位置ずれ量を＋で表示することとし、それとは反対に、内層保持シール
材の外側に隣接する外層保持シール材の位置が、内層保持シール材の位置に比べて、排ガ
ス浄化装置の圧入側端部の反対側の端部方向（図４で右側）にずれていた場合の位置ずれ
量を－で表示することとした。
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【００９６】
（耐風蝕性の評価）
下記方法により、排ガス浄化装置の耐風蝕性の評価を行った。
実施例１で製造したものと同様の保持シール材を別途製造し、これを幅２５ｍｍ×長さ４
０ｍｍに切断した試験片を３個用意した。
これらの試験片を主面が互いに接するように上下方向に積み重ね、嵩密度が０．３ｇ／ｃ
ｍ３となるように、冶具にて上下方向から挟み込んだ。この際、上記位置ずれの評価にお
ける実施例１、２又は比較例１の位置ずれ量及び総位置ずれ量と同じ値となるように、三
枚の試験片の位置を左右方向にずらした。
これを７００℃に加熱し、一の側面に風量３００ｍ／ｍｉｎ、風圧０．２ＭＰａ、Ｐｕｌ
ｓｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ：７０００ｔｉｍｅｓ（ｏｎ／ｏｆｆ＝０．５／１．０ｓｅｃ
）の風圧にてエアーを吹きつけ、風圧による側面の風蝕性の指標として、側面表面からの
風蝕深さ（風蝕距離（ｍｍ））を測定した。
この測定を５回行い、５回の測定値の平均値を求めた。
【００９７】
実施例１、２及び比較例１、２の位置ずれの評価結果、及び、実施例１、２及び比較例１
の耐風蝕性の評価結果を表１に示す。
【００９８】
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【表１】

【００９９】
表１に示したように、実施例１、２で製造した排ガス浄化装置では、第一の位置ずれ量、
第二の位置ずれ量及び総位置ずれ量が、ともに３ｍｍ以下となっており、保持シール材の
長側面と排ガス処理体の端面とが略平行になっていた。
また、実施例１、２で製造した排ガス浄化装置を模して行った耐風蝕性の評価試験では、
保持シール材の位置ずれ量が小さく、エアーが吹きつけられる保持シール材（試験片）の
側面の暴露面積が小さくなっていたためか、実施例１では、風蝕距離が５．５ｍｍと小さ
くなっており、実施例２では、風蝕距離が３．０ｍｍと小さくなっており、ともに優れた
耐風蝕性を示した。
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これらのことから、実施例１及び２で製造した排ガス浄化装置を排ガスの浄化に用いる場
合には、長側面を含めた保持シール材全体の耐風蝕性が高く、保持シール材の破損の少な
い排ガス浄化装置とすることができると考えられる。
【０１００】
加えて、実施例１及び２では、保持シール材の長側面を切断する操作を行う必要がなく、
カッター等の切断治具を必要としなかった。また、排ガス処理体や、保持シール材の大き
さに応じて、都度、傾斜面の角度を切断により調整した保持シール材を用意する必要もな
かった。そのため、量産時には、生産効率の低下や、製造コストの高騰を招かずとも、両
端部でともに保持シール材の長側面と排ガス処理体の端面とが略平行となった排ガス浄化
装置を製造することができると考えられる。
【０１０１】
一方、比較例１で製造した排ガス浄化装置では、第一の位置ずれ量が＋３ｍｍ、第二の位
置ずれ量が＋２ｍｍ、及び、総位置ずれ量が＋５ｍｍとなっており、保持シール材の長側
面と排ガス処理体の端面とが略平行になっていなかった。また、比較例１で製造した排ガ
ス浄化装置を模して行った耐風蝕性の評価試験では、保持シール材の位置ずれ量が大きく
、エアーが吹きつけられる保持シール材（試験片）の側面の暴露面積が実施例１、２に比
べて大きくなっていたためか、風蝕距離が７．０ｍｍであり、実施例１及び２の保持シー
ル材に比べて風蝕距離が大きくなっていた。
また、比較例２で製造した排ガス浄化装置では、第一の位置ずれ量が－９ｍｍ、第二の位
置ずれ量が－５ｍｍ、及び、総位置ずれ量が－１４ｍｍとなっており、保持シール材の長
側面と排ガス処理体の端面とが略平行になっていなかった。
このように、比較例２では、第一の位置ずれ量、第二の位置ずれ量、及び、総位置ずれ量
がいずれも実施例１、２、及び、比較例１の値よりも大きく、耐風蝕性が悪化すると考え
られたため、耐風蝕性の評価を行わなかった。
【０１０２】
これらの結果より、比較例１、２で製造した排ガス浄化装置を排ガスの浄化に用いた場合
には、保持シール材の使用の経過とともに破損が発生するおそれがあると考えられる。
【０１０３】
（第二実施形態）
本実施形態では、第一実施形態の保持シール材の巻き付け方法に用いる保持シール材が平
面視矩形であり、請求項２に記載の保持シール材の巻き付け方法と同様にして、保持シー
ル材を排ガス処理体に巻き付けること以外は、第一実施形態の保持シール材の巻き付け方
法と同様である。また、排ガス浄化装置の製造方法についても、本実施形態の保持シール
材の巻き付け方法を用いて排ガス浄化装置を製造すること以外は、第一実施形態の排ガス
浄化装置の製造方法と同様である。
【０１０４】
また、本実施形態の保持シール材の巻き付け方法では、平面視矩形の保持シール材の長側
面を排ガス処理体の長手方向に沿って引いた直線に平行になるように当接させ、そこから
所定のらせんピッチが得られるように保持シール材をらせんの進展方向に引っ張りながら
巻き付けてもよい。保持シール材は、無機繊維と必要に応じてバインダを含んでいること
から柔軟性があるので、保持シール材を引っ張ることであたかも平面視が平行四辺形の保
持シール材であるかのように巻き付けることができる。もちろん、このような巻き付け方
でも本願発明の効果を得ることができる。
【０１０５】
本実施形態においても、第一実施形態において説明した効果（１）、（２）、（４）及び
（５）を発揮することができる。
【０１０６】
（第三実施形態）
本実施形態では、平面視矩形の三枚の小保持シール材（第一、第二及び第三の小保持シー
ル材）から構成された保持シール材と、第一実施形態と同様の構成を有する排ガス処理体
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とを使用する。
上記小保持シール材は、一部の構成が異なること以外は、第一実施形態で用いた保持シー
ル材と略同じ構成を有している。
即ち、上記保持シール材は、第一実施形態で用いた保持シール材と比べて、短手方向の長
さ（幅）が同じであり、長手方向の長さ（長さ）が短い。また、一方の短側面に凸部が形
成されており、他方の短端面に、保持シール材を丸めて両短端面同士を当接させた際に上
記凸部と嵌合する形状の凹部が形成されている。
なお、小保持シール材の数は、三枚に限定されず、排ガス処理体や、ケーシング等の大き
さに応じて適宜変更することもできる。また、上記凸部及び凹部は、形成されていなくと
もよい。
【０１０７】
以下、本実施形態について、図面を用いて説明する。
図９（ａ）は、第一の小保持シール材を排ガス処理体の外周部に巻き付ける工程を模式的
に示す斜視図であり、図９（ｂ）は、第一の小保持シール材が巻き付けられた排ガス処理
体の外周部に第二の小保持シール材を巻き付ける工程を模式的に示す斜視図であり、図９
（ｃ）は、第一～第三の小保持シール材が巻き付けられた排ガス処理体をケーシングの内
部に圧入する圧入工程を模式的に示す斜視図である。
【０１０８】
まず、排ガス処理体の外周の長さと略同じ長さを有する第一の小保持シール材を準備する
（図９（ａ）参照）。
第一の小保持シール材（最内層の小保持シール材）４１０は、ニードリング処理が施され
ることにより形成された複数のニードル痕４１３を有しており、複数のニードル痕４１３
が第一の小保持シール材４１０の長さ方向に沿って形成されている。
なお、上記複数のニードル痕は、第一の小保持シール材の幅方向に沿って形成されていて
もよい。
【０１０９】
次に、図９（ａ）に示すように、排ガス処理体４３０の外周部に第一の小保持シール材４
１０を一周巻き付ける。
この際、第一の小保持シール材４１０の短側面４１１ａ、４１１ｂ同士を当接させ、凹部
と凸部とを嵌合させることにより、第一の小保持シール材４１０を巻き付けて第一の巻付
体４４０を作製する。第一の巻付体４４０では、上記凹部と凸部とが嵌合することにより
、第一の小保持シール材４１０が隙間なく巻き付けられることになる。
【０１１０】
続いて、第一の巻付体４４０の外周の長さと略同じ長さを有すること以外は、第一の小保
持シール材４１０と同様の構成を有する第二の小保持シール材４１０´を準備する（図９
（ｂ）参照）。
図９（ｂ）では、第二の小保持シール材４１０´にニードル痕４１３が形成されていない
。
なお、第二の小保持シール材には、複数のニードル痕が形成されていてもよいし、ニード
ル痕が形成されていなくてもよい。また、ニードル痕が形成されている場合には、第二の
小保持シール材の幅方向に沿ってニードル痕が形成されていてもよいし、第二の小保持シ
ール材の長さ方向に沿って複数のニードル痕が形成されていてもよい。
【０１１１】
この第二の小保持シール材４１０´を第一の小保持シール材４１０の外周面に沿って、図
９（ｂ）に示すように、第二の小保持シール材４１０´の短側面４１１ａ´、４１１ｂ´
同士が互いに当接するようにして、一周巻き付ける。
この際、第一の小保持シール材４１０の長側面４１２ａ（４１２ｂ）と第二の小保持シー
ル材４１０´の長側面４１２ａ´（４１２ｂ´）との間の変位量が、第一の小保持シール
材４１０の幅方向の長さの０．１５～１５％となるように、第二の小保持シール材４１０
´を排ガス処理体４３０の一方の端面４３０ｂ側に変位させて巻き付ける。
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【０１１２】
同様の工程を繰り返して、三枚の小保持シール材４１０、４１０´及び４１０´´を排ガ
ス処理体４３０の外周部に巻き付けることにより、第三の巻付体４４０´´を作製する。
第三の小保持シール材（最外層の小保持シール材）４１０´´は、ニードリング処理が施
されることにより形成された複数のニードル痕４１３´´を有しており、複数のニードル
痕４１３´´が、第三の小保持シール材４１０´´の長さ方向に沿って形成されている。
なお、上記複数のニードル痕は、第三の小保持シール材の幅方向に沿って形成されていて
もよい。
【０１１３】
また、本実施形態では、三枚の小保持シール材４１０、４１０´及び４１０´´を排ガス
処理体４３０の外周部に順次巻き付けることによって第三の巻付体４４０´´を作製する
方法について説明したが、三枚の小保持シール材４１０、４１０´及び４１０´´を予め
所定の変位量となるように互いに結合しておき、結合された三枚の小保持シール材４１０
、４１０´及び４１０´´を一回又は複数回の操作で排ガス処理体４３０に巻き付けても
よい。
上記小保持シール材同士を結合する方法としては、後の圧入工程で保持シール材の各層が
圧入方向と反対の方向に移動することを妨げないのであれば、特に限定されず、例えば、
粘着テープ等を用いて小保持シール材同士を結合する方法等が挙げられる。
【０１１４】
次に、第一実施形態と同様の構成を有するケーシング４５０を準備し、第三の巻付体４４
０´´をケーシング４５０の内部に圧入して排ガス浄化装置を製造する。
この際、図９（ｃ）に示したように、第三の巻付体４４０´´の端面４４０ａ´´、４４
０ｂ´´のうち、内層露出側端面４４０ａ´´の反対側の端面４４０ｂ´´から、ケーシ
ング４５０内の所定の位置まで第三の巻付体４４０´´を圧入する。
製造された排ガス浄化装置は、請求項２に記載の保持シール材の巻き付け方法で製造され
た排ガス浄化装置と同様に（図４参照）、小保持シール材４１０、４１０´及び４１０´
´の長側面４１２ａ、４１２ａ´及び４１２ａ´´（４１２ｂ、４１２ｂ´及び４１２ｂ
´´）と排ガス処理体４３０の端面とが略平行になる。
【０１１５】
本実施形態の保持シール材の巻き付け方法を用いて製造された排ガス浄化装置では、保持
シール材の長側面と排ガス処理体の端面とが略平行になるので、第一実施形態において説
明した効果（１）、（２）、（４）及び（５）を発揮することができる。
また、以下の効果（６）、（７）を発揮することができる。
【０１１６】
（６）小保持シール材を排ガス処理体に巻き付ける際に、各々の小保持シール材４１０、
４１０´及び４１０´´の位置を独立して調整することができる。
そのため、一枚ものの保持シール材を排ガス処理体にらせん状に巻き付ける場合に比べて
、上記変位量が保持シール材の幅方向の長さの０．１５～１５％となるようにして、保持
シール材を排ガス処理体に巻き付けやすくなる。
【０１１７】
（７）少なくとも最内層及び最外層の小保持シール材には、小保持シール材の長さ方向に
沿って複数のニードル痕が形成されている。そのため、小保持シール材及び排ガス処理体
がケーシングから脱落しにくくなる。
この理由については定かでないが、以下のような理由が推測される。
【０１１８】
保持シール材に対してニードリング処理を施すと、ニードルが抜き差しされた箇所にはニ
ードル痕が形成される。ニードル痕近傍では、無機繊維の交絡により、その他の部分に比
べて嵩が減ることとなる。
そのため、特定の方向に沿ってニードル痕が形成されている（これをニードル痕形成方向
という）と、ニードル痕形成方向に沿って一種の溝が形成されているのと同様の状態とな
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る。
従って、ニードル痕形成方向に沿って保持シール材を移動させる場合には、保持シール材
と保持シール材に接触している物体との間に発生する摩擦抵抗が少なくなり、保持シール
材が移動しやすいと考えられる。
これとは反対に、ニードル痕形成方向に対して垂直な方向に沿って保持シール材を移動さ
せる場合には、保持シール材と保持シール材に接触している物体との間に発生する摩擦抵
抗が大きくなり、保持シール材が移動しにくいと考えられる。
【０１１９】
製造された排ガス浄化装置に排ガスの圧力が加わると、ニードル痕４１３´´の形成方向
に垂直な方向から圧力が加わり、当該方向に最外層の小保持シール材４１０´´が移動し
てケーシング４５０から脱落してしまうようにも思われる（図９参照）。
しかしながら、最外層の小保持シール材４１０´´には、最外層の小保持シール材４１０
´´の長さ方向に沿って複数のニードル痕４１３´´が形成されているので、最外層の小
保持シール材４１０´´と、最外層の小保持シール材４１０´´に接触しているケーシン
グ４５０との間で発生する摩擦抵抗が大きい。
そのため、最外層の小保持シール材４１０´´は、ケーシング４５０から脱落しにくい。
【０１２０】
また、最内層の小保持シール材４１０には、最内層の小保持シール材４１０の長さ方向に
沿って複数のニードル痕４１３が形成されている。
そのため、製造した排ガス浄化装置では、最内層の小保持シール材４１０と排ガス処理体
４３０との間で発生する摩擦抵抗が大きい。
従って、排ガス処理体４３０は、保持シール材で確実に保持されることになり、ケーシン
グ４５０から脱落しにくい。
【０１２１】
なお、ニードル痕の形成方向については、最内層の小保持シール材に、最内層の小保持シ
ール材の幅方向に沿って複数のニードル痕が形成されており、最外層の小保持シール材に
、最外層の小保持シール材の長さ方向に沿って複数のニードル痕が形成されていてもよい
。また、最内層及び最外層の小保持シール材に、各々の小保持シール材の幅方向に沿って
複数のニードル痕が形成されていてもよい。
【０１２２】
最外層の小保持シール材に、最外層の小保持シール材の幅方向に沿って複数のニードル痕
が形成されている場合には、巻付体をケーシングに圧入する際の、最外層の小保持シール
材とケーシングとの間の摩擦抵抗が小さくなる。そのため、排ガス浄化装置を容易に製造
することができる。
また、最内層の小保持シール材に、最内層の小保持シール材の幅方向に沿って複数のニー
ドル痕が形成されている場合には、最内層の小保持シール材と排ガス処理体との間の摩擦
抵抗が小さくなり、圧入した排ガス処理体の位置ずれを適宜修正することができる。
【０１２３】
ニードル痕の形成方向については、排ガス処理体等の脱落を防止することを目的とするの
か、あるいは、排ガス浄化装置を容易に製造することを目的とするのか等、目的に応じて
適宜選択すればよい。
【０１２４】
（その他の実施形態）
本発明の保持シール材の巻き付け方法において、内層保持シール材と上記内層保持シール
材の外側に隣接する外層保持シール材との間の変位量は、保持シール材の幅方向の長さの
０．１５～１５％の範囲であれば、各層間で一様に同じであってもよいし、異なっていて
もよい。このような態様でも、本発明の作用効果を好適に享受することができる。
内層露出側端面と内層露出側端面の反対側の端面とで、保持シール材の各層間の変位量が
異なるようにするには、例えば、図６に示した第一実施形態に係る保持シール材において
、一方の鋭角αの角度が他方の鋭角αの角度と異なった保持シール材を用いること等が挙
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げられる。
そのような保持シール材を作製する方法としては、例えば、ニードルマットを所望の形状
に切断する方法等が挙げられる。
【０１２５】
また、上記変位量は、０．１～１０ｍｍであることが好ましい。
上記変位量が０．１～１０ｍｍであると、保持シール材の巻き付け終了後には、巻付体に
おける保持シール材の変位量が０．１～１０ｍｍとなる。
このような巻付体を内層露出側端面の反対側の端面からケーシングに圧入すると、保持シ
ール材の各層が圧入方向と反対の方向に移動し、保持シール材の各層の移動量と変位量（
第ｎ層（ｎは、２以上）にあっては、第ｎ層までの変位量の合計量）とがよく一致するた
め、製造された排ガス浄化装置では、上記保持シール材の各層の長側面と上記排ガス処理
体の端面との間の位置ずれ量が極めて小さくなる。
また、上記変位量は、０．５～３ｍｍ（保持シール材の幅方向の長さが７５ｍｍであると
、保持シール材の幅方向の長さの０．７～４％）であるとさらに好ましく、１～２ｍｍ（
保持シール材の幅方向の長さが７５ｍｍであると、保持シール材の幅方向の長さの１．３
～２．７％）であると極めて好ましい。
【０１２６】
本発明の保持シール材の巻き付け方法において、上記保持シール材の平面視の形状は、上
述したように、鋭角αが７０°≦α＜９０°の平行四辺形であることが好ましく、鋭角α
が、８５°≦α＜９０°であるとより好ましい。
上記鋭角αが、８５°≦α＜９０°であると、鋭角αが７０°≦α＜９０°の平面視平行
四辺形となった保持シール材を用いる場合と同様、簡便、かつ、効率的に、所定のらせん
ピッチで排ガス処理体に保持シール材をらせん状に巻き付けることができるのに加えて、
保持シール材を排ガス処理体に多層に巻き付けた場合に、保持シール材がよれにくく、保
持シール材と排ガス処理体との間に隙間が生じにくくなる。
そのため、上記保持シール材を用いて製造された排ガス浄化装置では、排ガス処理体とケ
ーシングとの間が保持シール材で隙間なく充填され、排ガスの漏れが発生しない。
【０１２７】
本発明の保持シール材の使用方法において、保持シール材には、上述したように、少なく
とも一層分に相当する領域にニードリング処理が施されていることが好ましいが、ニード
リング処理が施されていなくても本発明の作用効果を享受することができる。
【０１２８】
本発明の保持シール材の使用方法においては、保持シール材のうち、少なくとも一層分に
相当する領域が、無機繊維を含む混合物を抄造してなる抄造マットから構成されていても
よい。
上記抄造マットを製造する方法は、特に限定されないが、例えば、以下の工程（１－１）
～工程（１－４）を経ることにより抄造マットを製造することができる。
【０１２９】
（１－１）混合物調製工程
無機繊維と、有機バインダと、無機バインダと、水とを攪拌機で攪拌することで混合物を
調製する。
具体的には、例えば、無機繊維を５９４ｇと、有機バインダを３６ｇと、無機バインダを
４．８ｇと、水とを混合物中の無機繊維の含有量が０．５ｗｔ％となるように混合し、攪
拌機で６０秒間攪拌することで混合物を調製することができる。
【０１３０】
（１－２）抄造工程
次に、底面にろ過用のメッシュが形成された成形槽に混合物を流し込んだ後に、混合物中
の水をメッシュを介して脱水することにより抄造マット前駆体を作製する。
【０１３１】
（１－３）加熱圧縮工程
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抄造マット前駆体を所定の条件で加熱圧縮して所定の嵩密度を有する抄造マット体を作製
する。この工程を経ることにより、無機繊維が、有機バインダ及び無機バインダを介して
互いに固着され、抄造マット体の形状が保持されることになる。
上記加熱圧縮の条件としては、例えば、１２０℃、３０分間加熱圧縮することが挙げられ
る。
【０１３２】
（１－４）切断工程
抄造マット体を切断して所定の大きさを有する抄造マットからなる保持シール材を製造す
る。
なお、第一実施形態で説明したニードルマットと上記抄造マットとを結合することで、ニ
ードルマットと抄造マットとからなる保持シール材を作製することもできる。
【０１３３】
上記無機繊維としては、上述した第一実施形態の保持シール材を構成する無機繊維と同様
の組成の無機繊維を用いることができる。
上記無機繊維の平均繊維長は、特に限定されないが、３０μｍ～１２０ｍｍであることが
望ましく、５０μｍ～１００ｍｍであることがより望ましい。
また、上記無機繊維の平均繊維径は、特に限定されないが、２～１２μｍであることが望
ましく、３μｍ～１０μｍであることがより望ましい。
【０１３４】
上記有機バインダとしては、例えば、アクリル系樹脂、アクリルゴム等のゴム、カルボキ
シメチルセルロース又はポリビニルアルコール等の水溶性有機重合体、スチレン樹脂等の
熱可塑性樹脂、エポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂等が挙げられる。
これらの中では、アクリルゴム、アクリロニトリル－ブタジエンゴム、スチレン－ブタジ
エンゴムが特に好ましい。
また、有機バインダの配合量は、無機繊維と有機バインダと無機バインダとの合計に対し
て１５重量％以下であることが望ましい。
【０１３５】
上記無機バインダとしては、例えば、アルミナゾル、シリカゾル等が挙げられる。
また、無機バインダの配合量は、無機繊維同士を結合することができるのであれば、特に
限定されない。また、上記無機バインダは、混合物中に含まれていなくてもよい。
【０１３６】
本発明の保持シール材の巻き付け方法において、保持シール材を巻き付ける場合、保持シ
ール材は、上述したような一枚ものの保持シール材であってもよいし、互いに結合された
複数枚の小保持シール材からなる保持シール材であってもよい。
上記複数枚の小保持シール材から構成された保持シール材としては、例えば、第三実施形
態で説明した小保持シール材４１０の短側面４１１ｂと、別の小保持シール材４１０´の
短側面４１１ａ´とが結合し、上記小保持シール材４１０´の短側面４１１ｂ´とさらに
別の小保持シール材４１０´´の短側面４１１ａ´´とが結合した長尺（三層分）の保持
シール材が挙げられる（図９参照）。
上記短側面同士を結合する方法としては、特に限定されず、例えば、ミシン縫いで上記短
側面近傍を縫合したり、粘着テープや、接着材等で短側面同士を接着する方法等が挙げら
れる。
なお、上記複数枚の小保持シール材から構成された保持シール材としては、例えば、第三
実施形態で説明した小保持シール材４１０の長側面４１２ｂと、別の小保持シール材４１
０´の長側面４１２ａ´とが結合し、上記小保持シール材４１０´の長側面４１２ｂ´と
さらに別の小保持シール材４１０´´の長側面４１２ａ´´とが結合した長尺の保持シー
ル材であってもよい（図９参照）。
【０１３７】
本発明の保持シール材の巻き付け方法において、保持シール材を排ガス処理体に巻き付け
る回数については、特に限定されず、例えば、円柱状の排ガス処理体の直径が８０ｍｍで
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あり、保持シール材の厚さが３．５ｍｍである場合には、三～五回巻き付けてもよい。
【０１３８】
本発明の保持シール材の巻き付け方法において、保持シール材をらせん状に巻き付ける場
合には、保持シール材を排ガス処理体に巻き付ける巻き付け方向については、特に限定さ
れず、上述したように、時計回りに巻き付けてもよいし、反時計周りに巻き付けてもよい
。
【０１３９】
本発明の保持シール材の巻き付け方法において、保持シール材をらせん状に巻き付ける場
合には、巻き付け終了後に最外層の保持シール材とその内層に位置する保持シール材とを
固定部材で固定してもよい。また、相互に分離した複数枚の小保持シール材を巻き付ける
場合には、小保持シール材の短側面を含む部分同士を固定部材で固定してもよい。
固定部材を用いて固定することで、排ガス処理体に保持シール材が巻き付いた状態を維持
しやすくなり、ケーシングへの圧入工程での取り扱い性が向上することとなる。
また、上記固定部材としては、特に限定されず、例えば、粘着テープ等が挙げられる。
【０１４０】
本発明の保持シール材の巻き付け方法に係る保持シール材において、無機繊維の平均繊維
長は、３０μｍ～１２０ｍｍであることが望ましく、５０μｍ～１００ｍｍであることが
より望ましい。
【０１４１】
本発明の保持シール材の巻き付け方法に係る保持シール材において、無機繊維の平均繊維
径は、２μｍ～１２μｍであることが望ましく、３μｍ～１０μｍであることがより望ま
しい。
【０１４２】
本発明の保持シール材の巻き付け方法に係る保持シール材に含まれるバインダの量は、１
５重量％以下であることが望ましく、０．５～１５重量％であることがより望ましく、１
～１０重量％であることがさらに望ましい。
バインダの量が０．２重量％未満であると、保持シール材の嵩密度が低くなりすぎること
があり、保持シール材のケーシングへの圧入性が低下する場合がある。また、バインダ量
が少なすぎるため、無機繊維を充分に接着することができなくなることがあり、無機繊維
が飛散することがある。一方、バインダの量が１５重量％を超えると排ガス浄化装置とし
て用いた場合に、排出される排ガス中の有機成分の量が増加することになるので、環境に
負荷がかかることになる。
【０１４３】
本発明の保持シール材の巻き付け方法において、保持シール材をらせん状に巻き付ける場
合、保持シール材の長さは、排ガス処理体の外周部に多層に巻き付けられように排ガス処
理体の外周の長さに比べて充分な長さを有するのであれば特に限定されないが、巻き付け
終了後において、巻き付けを開始した短側面に対応する位置に、巻き付けを終了した短側
面がちょうど重なる長さであることが好ましい。このようにすることで、多層に巻き付け
られた保持シール材の厚さが均一になり、ケーシングに圧入しやすくなる。また、排ガス
浄化装置において、保持シール材の保持力にばらつきが生じにくく、排ガス処理体をより
確実に保持することができる。
【０１４４】
本発明の保持シール材の巻き付け方法に係る保持シール材の厚さは、１．５～１５ｍｍで
あることが好ましく、２．０～１２ｍｍであることがより好ましい。
保持シール材の厚さが１５ｍｍを超えると厚くなりすぎて、保持シール材を巻き付ける際
の取り扱い性が低下することがある。
一方、保持シール材の厚さが１．５ｍｍ未満であると薄くなりすぎて、保持シール材自体
の強度が低くなることがある。
【０１４５】
本発明の保持シール材の巻き付け方法に係る保持シール材の目付量は、特に限定されない
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が、２００～３０００ｇ／ｍ２であることが望ましく、４００～１９００ｇ／ｍ２である
ことがより望ましい。
また、嵩密度についても、特に限定されないが、０．１０～０．３０ｇ／ｃｍ３であるこ
とが望ましい。
【０１４６】
本発明の保持シール材の巻き付け方法に係る保持シール材の作製に用いられるバインダと
しては、上述したアクリル系樹脂に限られず、例えば、アクリルゴム等のゴム、カルボキ
シメチルセルロース又はポリビニルアルコール等の水溶性有機重合体、スチレン樹脂等の
熱可塑性樹脂、エポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂等であってもよい。これらの中では、アク
リルゴム、アクリロニトリル－ブタジエンゴム、スチレン－ブタジエンゴムが特に好まし
い。
【０１４７】
本発明の保持シール材の巻き付け方法に係る保持シール材の作製に用いられるバインダ液
には、上述したバインダが複数種類含まれていてもよい。
また、上記バインダ液としては、上述したバインダを水に分散させて得られるエマルジョ
ンに限られず、上述したバインダを水又は有機溶媒に溶解させた溶液等であってもよい。
【０１４８】
また、上記バインダ液には、さらに無機バインダが含まれていてもよい。無機バインダと
しては、例えば、アルミナゾル、シリカゾル等が挙げられる。無機バインダも有機バイン
ダと同様に、無機繊維同士を接着することができるので、保持シール材の形状が保持され
ることになる。
【０１４９】
本発明の排ガス浄化装置の製造方法に係る排ガス浄化装置を構成する排ガス処理体の形状
は、柱状であれば特に限定されず、上述した円柱状の他に、例えば、楕円柱状や角柱状等
任意の形状、大きさのものであってもよい。
【０１５０】
本発明の排ガス浄化装置の製造方法に係る排ガス浄化装置を構成するケーシングの材質は
、耐熱性を有する金属であれば特に限定されず、具体的には、ステンレス、アルミニウム
、鉄等の金属類が挙げられる。
【０１５１】
本発明の排ガス浄化装置の製造方法に係る排ガス浄化装置を構成する排ガス処理体にはＰ
Ｍの燃焼温度を低下させたり、排ガス中に含まれる有害なガス成分を浄化するために触媒
を担持させてもよい。このような触媒としては、例えば、白金、パラジウム、ロジウム等
の貴金属、カリウム、ナトリウム等のアルカリ金属、バリウム等のアルカリ土類金属、又
は、金属酸化物等が挙げられる。これらの触媒は、単独で用いてもよいし、２種以上併用
してもよい。
【０１５２】
また、上記金属酸化物としては、ＰＭの燃焼温度を低下させたり、排ガス中に含まれる有
害なガス成分を浄化することができるものであれば特に限定されず、例えば、ＣｅＯ２、
ＺｒＯ２、ＦｅＯ２、Ｆｅ２Ｏ３、ＣｕＯ、ＣｕＯ２、Ｍｎ２Ｏ３、ＭｎＯ、組成式Ａｎ

Ｂ１－ｎＣＯ３（式中、ＡはＬａ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ又はＹであり、Ｂはアルカリ
金属又はアルカリ土類金属であり、ＣはＭｎ、Ｃｏ、Ｆｅ又はＮｉであり、０≦ｎ≦１で
ある）で表される複合酸化物等が挙げられる。
これらは、単独で用いてもよいし、２種以上併用してもよいが、少なくともＣｅＯ２を含
むものであることが望ましい。
このような金属酸化物を担持させることにより、ＰＭの燃焼温度を低下させたり、排ガス
中に含まれる有害なガス成分を浄化することができる。
【０１５３】
上記排ガス処理体に触媒を担持させる方法としては、例えば、触媒が含まれた溶液を排ガ
ス処理体に含浸させた後に加熱する方法や、排ガス処理体の表面にアルミナ膜からなる触
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媒担持層を形成し、このアルミナ膜に触媒を担持させる方法等が挙げられる。
アルミナ膜を形成する方法としては、例えば、Ａｌ（ＮＯ３）３等のアルミニウムを含有
する金属化合物溶液を排ガス処理体に含浸させて加熱する方法、アルミナ粉末を含有する
溶液を排ガス処理体に含浸させて加熱する方法等が挙げられる。
また、アルミナ膜に触媒を担持させる方法としては、例えば、貴金属、アルカリ金属、ア
ルカリ土類金属、又は、金属酸化物を含む溶液等をアルミナ膜が形成された排ガス処理体
に含浸させて加熱する方法等が挙げられる。
【符号の説明】
【０１５４】
１０、１１０、４１０、４１０´、４１０´´　保持シール材
３０、１３０、４３０　排ガス処理体
１３１　セル
１３２　セル壁
Ａ、Ｂ　変位量
Ｚ　保持シール材の幅方向

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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